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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十

一
条
の
三
十
第
一
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指

定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に

関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
二
年
七
月
一
日
付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第

五
十
一
条
及
び
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支

援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第

七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
四
号

東
京
都
統
計
調
査
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
条
例
第
十
五

号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
統
計
調
査
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
二
年
八
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

統
計
調
査
の
名
称

東
京
都
農
作
物
生
産
状
況
調
査
（
都
指
定
統
計
調
査
第
六
号
）

二

目
的

農
業
行
政
に
必
要
な
農
作
物
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
。

三

調
査
事
項

㈠

対
象
作
物

野
菜
、
果
樹
、
穀
類
、
工
芸
作
物
、
花
き
及
び
植
木

㈡

調
査
項
目

作
付
面
積
、
収
穫
量
（
野
菜
、
果
樹
、
穀
類
及
び
工
芸
作

物
）
又
は
出
荷
量
（
花
き
及
び
植
木
）

四

対
象
の
範
囲

東
京
都
の
区
域
に
所
在
す
る
農
家

五

実
施
方
法

調
査
対
象
農
家
に
対
し
調
査
票
を
配
布
し
、
調
査
票
の
返
送
を

依
頼
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

六

調
査
時
期

㈠

調
査
対
象
期
間

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
と
す
る
。

㈡

調
査
実
施
期
間

令
和
二
年
八
月
十
八
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

七

調
査
票

調
査
票
は
、
次
の
東
京
都
農
作
物
生
産
状
況
調
査
票
と
す
る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
五
号

令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
五
百
六
十
号
（
道
路
交
通
法
第
百
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
徴
収
委
託
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
八
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
の
表
中
有
限
会
社
多
摩
コ
ー
ス
の
項
を
削
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
八
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
障
害
者
協
議
会

二

代
表
者
の
氏
名

藤
井

克
德

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
新
宿
区
戸
山
一
丁
目
二
十
二
番
一
号

公
益
財
団
法
人

日
本
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
協
会
内

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間
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令
和
二
年
三
月
十
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
九
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
木
材
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
協
会
連
合

会
二

代
表
者
の
氏
名

藤
枝

慎
治

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
小
伝
馬
町
十
六
番
八
号

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
五
月
十
一
日
か
ら
令
和
七
年
五
月
十
日
ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
新
設
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
八
月
十
八
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
八
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

春
日
・
後
楽
園
駅
前
地
区
第
一
種
市
街

地
再
開
発
事
業
施
設
建
築
物
（
南
街

区
）

二

店
舗
所
在
地

文
京
区
小
石
川
一
丁
目
百
番

三

設
置
者
名

春
日
・
後
楽
園
駅
前
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合

四

設
置
者
住
所

文
京
区
小
石
川
一
丁
目
九
番
一
号
小
石

川
富
士
ビ
ル
三
階

五

小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称

未
定

六

新
設
を
す
る
日

令
和
三
年
四
月
一
日

七

店
舗
面
積
の
合
計

千
六
百
五
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

八

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

十
五
台

九

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
北
東
側

二
百
二
十
七
台

十

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

店
舗
内

二
百
八
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置
及
び

容
量

店
舗
内

二
十
二
・
七
二
立
方
メ
ー
ト

ル

十
二

小
売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻

午
前
九
時
。
た
だ
し
一
部
店
舗
の
み
二

十
四
時
間
営
業

十
三

小
売
業
を
行
う
者

の
閉
店
時
刻

午
後
十
時
。
た
だ
し
一
部
店
舗
の
み
二

十
四
時
間
営
業

十
四

来
客
が
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で

十
五

駐
車
場
の
自
動
車

の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

一
箇
所

店
舗
西
側

十
六

荷
さ
ば
き
施
設
に

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で

き
る
時
間
帯

十
七

届
出
日

令
和
二
年
七
月
二
十
二
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
二
年
八
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
二

月
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

春
日
・
後
楽
園
駅
前
地
区
第
一
種
市
街

地
再
開
発
事
業
施
設
建
築
物
（
北
街

区
）

二

店
舗
所
在
地

文
京
区
小
石
川
一
丁
目
百
二
番
一
ほ
か

三

設
置
者
名

春
日
・
後
楽
園
駅
前
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合

四

設
置
者
住
所

文
京
区
小
石
川
一
丁
目
九
番
一
号
小
石

川
富
士
ビ
ル
三
階

五

小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称

未
定

六

新
設
を
す
る
日

令
和
三
年
四
月
一
日

七

店
舗
面
積
の
合
計

千
八
百
八
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

八

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

十
五
台

九

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
北
西
側
ほ
か

百
七
十
台

十

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

店
舗
内

四
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

廃
棄
物
等
の
保
管

店
舗
内

十
四
・
一
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
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施
設
の
位
置
及
び

容
量

十
二

小
売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻

午
前
九
時
。
た
だ
し
一
部
店
舗
の
み
二

十
四
時
間
営
業

十
三

小
売
業
を
行
う
者

の
閉
店
時
刻

午
後
十
時
。
た
だ
し
一
部
店
舗
の
み
二

十
四
時
間
営
業

十
四

来
客
が
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で

十
五

駐
車
場
の
自
動
車

の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

一
箇
所

店
舗
南
東
側

十
六

荷
さ
ば
き
施
設
に

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

き
る
時
間
帯

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で

十
七

届
出
日

令
和
二
年
七
月
二
十
二
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
二
年
八
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
二

月
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


